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研究成果の概要（和文）：欧州連合の水枠組み指令の農業部門への影響について検討した。2009
年から 2015 年までの第 1 期の流域管理計画においては、農業部門の対策は既存の指令の遵守

と環境支払いなどの現行の政策にとどまっており、新たな規制は導入されていないため、すぐ

に農業部門が大きな影響を受けることはないであろう。しかし、目標達成には農業部門の大き

な負担が避けられず、追加的な対策の導入には大きな抵抗を予想される地域もある。 
 
研究成果の概要（英文）：We examined the effects of EU Water Framework Directive on 
agriculture in member states.  First River Basin Management Plans (2009-2015) only 
include the implementation of existing Directives and environmental payments as 
programme of measures for the agricultural sector.  Therefore, implementing the plans 
will not have immediate effects on farms.  Forecasts by member states, however, indicate 
that supplementary regulations to farms are inevitable in order to achieve objectives of the 
Water Framework Directive.  The regulations are costly and difficult to introduce in some 
areas. 
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２００８年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
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総 計 3,600,000 1,080,000 4,680,000 

 
 
研究分野：環境政策 
科研費の分科・細目：農業経済学・農業経済学 
キーワード：環境政策、環境調和型農林水産、農業経済学、水枠組み指令、流域管理 
 
１．研究開始当初の背景 
欧州連合 (EU)の水枠組み指令 (Water 

Framework Directive：WFD)(2000/60/EC)
は 2000年 12月に制定された。地下水を含む

すべての水域を 2015 年までに生態学的に良

好な状態にすることを目標としている。この

指令の特徴は、河川流域を単位とする総合的

な水資源管理を行おうとする点にある。この

流域管理では、上下水道、農業、土地開発、

治水など幅広い分野が対象となる。水質保全

対策は、新規加盟国を除けば、生活排水や工

場排水のいわゆる点源対策はある程度進ん

でいるため、今後は農業を中心とする面源対

策が重要となる。したがって、農業への規制

強化が予想される。 

この指令に先立つ農業分野への水環境規
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制が、EU 硝酸塩指令(91/676/EEC)である。

1991 年に制定されたこの指令は、地下水お

よび表流水の硝酸塩濃度が 50mg/l を超えて

いるか、またはそのおそれのある地域を硝酸

塩警戒地域に指定し、その地域において農業

からの窒素排出を削減する行動計画を策

定・実施することを加盟国に求めている。加

盟国の硝酸塩指令の遵守状況は芳しいもの

ではない。15 か国中 7 か国が 2006 年 11 月

時点で不遵守のため欧州委員会と係争中で

あった。硝酸塩指令の教訓は、EU の環境に

関する指令は、その農業への影響が制定時に

は深刻なものとは受け止められないが、実施

段階が進むにつれ、かなり大きいことが徐々

に認識されてくるということである。水枠組

み指令も水環境のモニタリング、計画の策定、

プログラムの策定・実施と順を追って期限を

定めて進めていくことを加盟国に求めてお

り、徐々に影響が現れてくると思われる。 
水枠組み指令(WFD)の目的は硝酸塩指令

の目的に比べてはるかに広い。水域の生態系

の保全、持続可能な水利用などが目的に挙げ

ら れ て い る 。 主 要 な 物 質 (priority 
substances)については、EUで環境基準や排

出基準が定められる。また、水域が良好な状

態であると判断するときは、物質の濃度だけ

でなく水理的要素や生物的要素(種の構成や

豊富さ)も基準とされる。 
 農業では富栄養化の原因となる窒素やリ

ンの流出削減が今後一層求められるととも

に、農薬にも対処していかなければならない。

EU はすでに農薬の規制強化を打ち出してい

る。農業部門は流域管理計画に組み込まれ、

他部門と連携して水環境の保全にあたらね

ばならない。欧州委員会は「共通農業政策

(CAP)の次期の見直しもこの指令を考慮に入

れたものになる」としている。したがって、

水枠組み指令の実施によって、農業生産構造

の変化も予想される。また、流域管理計画は

土地利用計画にも関連するので、農村のあり

方にも影響を与える。 
 
２．研究の目的 
EU の硝酸塩指令の場合を参考にしつつ、

水枠組み指令の実施過程において、各国での

水環境規制がどのようなものになり、それが

農業政策をどのように規定し、農業生産およ

び農村のあり方にどのように影響を与える

のかについて明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1) 初 年 度 は 、 ま ず EU 硝 酸 塩 指 令

(91/676/EEC)の各国での実施状況の解明に

努めた。 
従来から研究を行っていたオランダに関

しては、農地への窒素の過剰な投入を防ぐた

めに導入された糞尿生産権制度と豚・家禽生

産権制度について詳しく検討した。この制度

は、農業環境政策に排出許可証取引制度を採

用した数少ない事例、少なくとも最初の事例

であるが、多くの問題を抱えていた。その問

題とは、実質的な頭羽数制限だったこと、取

引に関する制約が多かったこと、制度の先行

きが不透明だったこと、農業者の不満が高か

ったこと、などであった。このため、この制

度の運用による飼養頭羽数の減少はわずか

だった。ある政府機関の報告書では、他の施

策を含む糞尿政策全体の評価として、何もし

なければ、豚や鶏は実際より 10～20％多く

なっていただろうとみている。 
 また、水枠組指令のこれまでの経緯を文献

などで追った。同指令の目標は 2015 年まで

に地表水と地下水について良好な状態を達

成することである。農業との関連では、共通

農業政策との関係、特に農村開発プログラム

やクロスコンプライアンスを水枠組指令の

目標達成に役立てるか、ということや、目標

達成に関する免除・延期の可能性、水の価格

付けへの対応、さらには気候変動やバイオ燃

料の水環境への影響といったさまざまな論

点が検討されていることがわかった。 
 

(2) ２年目は、EU の水枠組み指令の実施状

況を調査するため、聞き取りと資料収集を行

った。訪問機関は以下のとおりである。ライ

ン川国際保護委員会（コブレンツ）、ドイツ

連邦食料・農業・消費者保護省（ボン）、ノ

ルトライン・ヴェストファーレン州環境･自

然保護･農業･消費者保護省（デュッセルドル

フ）、バーデン・ヴュルテンベルク州環境・

交通省（シュトゥットガルト）、バイエルン

州食料・農業・林業省（ミュンヘン）、ミュ

ンヘン工科大学（フライジング）。ライン川

は 9か国を流れており、スイスなどの EU非

加盟国もその中に含まれている。ライン川国

際保護委員会は流域全体の調整を行ってい

る。具体的な対策は、ドイツでは州が、その

他の国では各国の政府が行うことになって

いる。2009年には流域管理計画案が出され、

パブリックコメントを踏まえ、同年末までに

各国または各州で正式に策定された。これを

うけて流域全体の管理計画もまとめられた。

流域管理計画は 6 年後および 12 年後に見直

されることになっている。基本的な対策は、

従来の水関連のEU指令とその国内法の遵守

であり、それでは目標達成に至らない地域な



 

 

どに対しては補完的な対策を行うこととし

ている。ライン川では、水質に関しては栄養

塩類が主要な問題であり、水文形態に関わる

ものとしては、魚類の移動性の確保が大きな

問題となっている。栄養塩類については農業

での取り組みが中心であり、魚類の移動性の

確保についてはダムでの魚道の設置が主な

対策である。 
 

(3) 3年目は、EUの水枠組み指令における農

業部門の対策に関する取り組みについて、ド

イツで調査を行った。まず、連邦食料・農業・

消費者保護省のフォン・チューネン研究所に

おいて、後述の研究プロジェクトの概要や、

農業環境政策とその評価などについて説明

を受けた。つづいてバーデン・ビュルテンベ

ルク州のフライブルク近郊の農家 5戸を訪問

し、同州で実施しているMEKA（市場負担緩

和と農耕景観のための所得補償）プログラム

および SchALVO（水質保全地区および所得

補償についての規定）プログラムの取り組み

状況について聞き取りを行った。文献調査と

しては、バーデン・ビュルテンベルク州にお

ける流域管理計画のうち、最も流域面積の大

きいネッカー川（ライン川の支流）の計画に

ついて詳しく検討した。 

水枠組み指令の実施に伴う農業への影響

に関しては、農業部門の対策費用を推計した

2 つのプロジェクトについて検討した。ニー

ダーザクセン州での WAgriCo(農業と協力し

た水資源管理)プロジェクトでは、複数の研究

機関が 50の農場と協力して 14種類の対策の

開発と評価を行った。AGRUM Weserプロジ

ェクトでは、フォン・チューネン研究所を中

心とする研究グループが、農業経済モデル、

地下水の窒素動態モデルおよび流域水質モ

デルの統合モデルを用いて、ヴェーザー川流

域における農業部門の個別の環境保全行為

の実行可能性を検討し、EU 水枠組み指令の

目標を達成するために必要な費用を推計し

た。流域全体で追加的に 9400 万ユーロが必

要という結果になった。 
 

４．研究成果 

 研究の目的に掲げた「水枠組み指令によっ

て、各国の農業はどのような影響を受ける

か」という問いに関しては、以下のように述

べることができる。 

 水枠組み指令は 2015 年までに良好な地表

水・地下水の状態を達成することを目標とし

ているが、対策の費用が特に大きい場合や人

工的に大きく改変された水域などについて

は、達成時期の繰り延べや目標の緩和を認め

ている。2009 年までに各国が策定を義務づ

けられた流域管理計画は 2015 年までの 6 年

間が第 1期とされ、6年ごとに改定すること

とされており、2027 年までのスケジュール

が定められている。対策としては既存の指令

内容を基本対策として実施することが求め

られるが、それだけでは目標達成が見込めな

い場合、補完対策としてさらなる対策の実施

が求められる。農業部門における補完対策と

しては、共通農業政策の農村振興プログラム

における環境支払いなどの対策が含まれる

第 1期の計画はあるが、規制を新たに導入す

るというものは見られない。第 1期では現行

の政策をすすめていき、それでも目標を達成

できない場合に、第 2期以降追加的な対策を

検討するというアプローチが取られている。

したがって、すぐには農業部門に大きな影響

を及ぼすものではないと考えられる。 
しかし、ドイツやオランダの分析によれば、

追加的な対策なしで目標を達成できる地域

はほとんどない。今後追加的な対策の導入が

議論されるであろうが、目標達成に要する費

用の試算は、地域によっては農業部門の負担

が無視できないことを示しており、導入には

大きな抵抗が予想される。硝酸塩指令の実施

状況を踏まえれば、水枠組み指令の目標未達

成 に 対 し て 欧 州 委 員 会 (European 
Commission)が法的手段に出るまで農業者

に経済的負担を求める政策の導入が進まな

いという可能性もある。 
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